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４　交渉経緯４　交渉経緯４　交渉経緯４　交渉経緯

４－１　相手側実行組織４－１　相手側実行組織４－１　相手側実行組織４－１　相手側実行組織

　今回の協議中、相手側実行組織での名称の変更が申し出され、協議ならびに東京への問い合わ

せを行い以下のように決まった。

変更前 変更後

Project Director Head of Executing Agency

Project Manager Project Director

４－２　合同委員会４－２　合同委員会４－２　合同委員会４－２　合同委員会

　メンバーの一部変更の申し出があり、協議の結果以下のように決まった。

変更前

・ Chairperson: Deputy Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Forestry

・ Project Director: Director General, Department of Livestock and Fisheries

・ Project Manager: Deputy Chief of the Livestock and Fisheries Division

・ Representative of the Committee for Investment and Cooperation

:Office of International Cooperation

変更後

・ Head of Executing Agency: Director General, Department of Livestock and

Fisheries, Ministry of Agriculture and Forestry

・ Project Director: Former Deputy Chief of the Livestock and Fisheries Division

・ Representative of the Office of International Cooperation, Committee for

Investment and Cooperation, Prime Minister’s Office

（上記の変更に伴い、R/D 文章中の表記を変更した）

４－３　ノンテンとナムスワンについて４－３　ノンテンとナムスワンについて４－３　ノンテンとナムスワンについて４－３　ノンテンとナムスワンについて

　ナムスワンの施設が完成するまでノンテンで活動を行い、ナムスワン完成後はナムスワンだけ

での活動になることが確認された。
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４－４　ナムスワン養殖センターの施設建設について４－４　ナムスワン養殖センターの施設建設について４－４　ナムスワン養殖センターの施設建設について４－４　ナムスワン養殖センターの施設建設について

　ラオス側が大使館へ草の根資金の申請をしているとのことであったが、確実性がないことから

JICA 側から JICA の現地事業化活動費を使っての建設を説明した。また、これに伴い建設予定地

での土地の確保と水の使用に必要な準備をラオス側に確認し了承された。

４－５　カウンターパートについて４－５　カウンターパートについて４－５　カウンターパートについて４－５　カウンターパートについて

　ラオス側より 10 名のカウンターパートの人選名簿が提出された。

　内訳はナムスワンに６名、ノンテンに４名でプロジェクト開始当初のカウンターパートとして

プロジェクト開始前までの任命が約束された。また、必要なカウンターパートについては、海外

留学に出ている者や新卒者のリクルートをすることが確認された。

４－６　サポート職員について４－６　サポート職員について４－６　サポート職員について４－６　サポート職員について

　プロジェクトに関わるサポート職員の確保が約束された。

４－４－４－４－７　ヴィエンチャンでのプロジェクト事務所について７　ヴィエンチャンでのプロジェクト事務所について７　ヴィエンチャンでのプロジェクト事務所について７　ヴィエンチャンでのプロジェクト事務所について

　ナムスワンが完成するまでのヴィエンチャンでのプロジェクト事務所が確保されていることを

確認した。（FAO/UNDP プロジェクト事務所と同じ建物内に予定）

４－４－４－４－８　供与機材の免税について８　供与機材の免税について８　供与機材の免税について８　供与機材の免税について

　プロジェクトの供与機材の免税処置の確認を行った。

４－４－４－４－９　ラオス側からのプロジェクトの予算について９　ラオス側からのプロジェクトの予算について９　ラオス側からのプロジェクトの予算について９　ラオス側からのプロジェクトの予算について

　ラオス側からプロジェクトへ人件費を除き毎年 2,000 万 kip の予算を申請しており、足りない

場合 80～100 万 kip をプロジェクトにまわすことを確認した。

４－４－４－４－10101010　プロジェクト対象魚種にについて　プロジェクト対象魚種にについて　プロジェクト対象魚種にについて　プロジェクト対象魚種にについて

　ラオス側から対象魚種を４種から、４種類に加えその他の魚種にするように申し出があった。

協議の結果、プロジェクトの対象魚種は４種類（コイ、ティラピア、プンティウス、ナマズ）に

することで双方了承した。
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４－４－４－４－11111111　ナムスワンでの電話について　ナムスワンでの電話について　ナムスワンでの電話について　ナムスワンでの電話について

　既存の電話線がナムスワンから 20km 離れているところまでしか敷設されていないため、ナム

スワンでの電話については携帯電話での対応にしたいとの申し出がラオス側からあった。協議の

結果、携帯電話と無線を設置することを確認した。

４－４－４－４－12121212　ナムスワンでの取水について　ナムスワンでの取水について　ナムスワンでの取水について　ナムスワンでの取水について

　収穫時にナムスワン灌漑水路の水が止まるため、関係省庁にいつでも水を使えるように折衝、

再確認をラオス側に依頼し了承された。また、水の使用料を無料になるように交渉の再確認を依

頼し了承された。

４－４－４－４－13131313　ナムスワン周辺のヴィエトナム人貸し出しの池について　ナムスワン周辺のヴィエトナム人貸し出しの池について　ナムスワン周辺のヴィエトナム人貸し出しの池について　ナムスワン周辺のヴィエトナム人貸し出しの池について

　ヴィエトナム人の契約が切れた後、プロジェクトでそれらの池を親魚養成池として使用できる

再確認をして了承された。

４－４－４－４－14141414　ナムスワン建設予定敷地内にある民間の電線について　ナムスワン建設予定敷地内にある民間の電線について　ナムスワン建設予定敷地内にある民間の電線について　ナムスワン建設予定敷地内にある民間の電線について

　敷地内にある民間の電線は建設に伴い撤去し、撤去費用も出さないことが確認された。

４－４－４－４－15151515　ナムスワン養殖センターの国立センターとしての位置付けについて　ナムスワン養殖センターの国立センターとしての位置付けについて　ナムスワン養殖センターの国立センターとしての位置付けについて　ナムスワン養殖センターの国立センターとしての位置付けについて

　ナムスワン養殖センターを畜水産局直属の国立センターとして位置付ける事を協議し、ラオス

側は了承した。

　今回の R/D 協議では、前回２月の短期調査時と比較してほとんど変更はなく、前回依頼してい

た事についても、今回の協議までに畜水産局側できちんと行われていた。
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５　プロジェクト実施上の留意点５　プロジェクト実施上の留意点５　プロジェクト実施上の留意点５　プロジェクト実施上の留意点

　本協力を実施するにあたっては、以下の点に留意する必要がある。

５－１５－１５－１５－１　実施体制　実施体制　実施体制　実施体制

５－１－１　ナムスワン養殖センターの位置付け

　ナムスワン養殖センターを含めた組織に関する法令はまだ検討されておらず、現時点での組

織の位置付けを確認することはできなかった。

  このため、日本側は、ナムスワン養殖センターのプロジェクト終了後の持続性を確保するた

め、畜水産局直轄の全国を対象地域とする養殖センターとすることを要望した。

　ラオス側は日本側の意向を了解し、ナムスワン養殖センターを畜水産局が直接所管する全国

レベルの機関とし、地方レベルの養殖場の上位組織とすること、農民、農民組織、普及員、民

間養殖業者等を対象とし、養殖技術の研究改良、技術研修、種苗生産等を行う組織としたいと

の説明をした。

　また、ラオス側はナムスワン養殖センターでは親魚養成はしないとの認識であったが、１）

ノンテン養殖場から親魚を配送することが非効率であること、２）ノンテン養魚場は乾期の水

の確保が困難であること、３）将来的な運営資金確保にもつながること等を踏まえ、ナムスワ

ン養殖センターにおいても親魚養成ができるよう検討すべきである。

　組織に関しては、プロジェクトが開始され、ナムスワン養殖センターが設立される段階で具

体的に正式に定めるとのことであり、今後、ナムスワン養殖センターの位置付けについて確認

することが必要である。

５－１－２　予算の確保

　ラオス側では本プロジェクトに対する期待が高く、2001 年２月のプロジェクト実施に向け

既に予算確保の準備をしているとのことである（約 20,000,000kip（事業費ベース：カウン

ターパート給与は除く）参考：１US$＝約 7,940kip)。

　ただし、2001 年度予算額（案）からも明らかなように、LLDC であるラオスにとって、予算

の確保は極めて難しい問題であり、本プロジェクトの実施についてもラオス側で最大限の予算

確保に努力してもらう一方、効率的かつ効果的なプロジェクト実施のためには、多くの面にお

いて日本側の財政的対応も必要であることが予想される。郡・県の普及員を対象とした研修に

必要な旅費やナムスワン養殖センターにおける活動に必要な経費等日本側で対応可能な範囲で

運営面についても支援するとともに、プロジェクト終了後の自立的な維持管理能力を高める観

点から、養成された親魚の一部を販売する等将来的にナムスワン養殖センターが必要な運営費
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を確保できる体制が整うよう検討しておく必要がある。

５－１－３　カウンターパートの配置

　短期調査の際にも報告のあったとおり、一般に畜水産局職員や郡・県レベルの普及員等は基

礎的な養殖技術を身につけておらず、まずは、カウンターパートに対する基礎的な技術の移転

が重要な課題である。今回、当方から要望していたとおり、10 名のカウンターパートのリス

トが明らかになった。

　このうち、６名は水産課職員（うち女性２名）であり、４名がノンテン養魚場の職員である。

ノンテン養魚場職員については、ナムスワン養殖センター設立後も引き続き、ノンテン養魚場

が親魚養成の役割を担う機関として維持されることから、プロジェクト開始当初に基礎的技術

移転を行った後も、ナムスワン養殖センターには配置換えは行わないとのことである。また、

今回示されたリスト以外にも新規採用者をカウンターパートとして配置する予定であるが、ま

だ、決定していない。

　ラオス畜水産局の人材が不足している中で、10 名のカウンターパートの配置を確認できた

ことはプロジェクトの実施にとっては有意義であるが、３年間という短いプロジェクトの実施

期間内に効率的な技術協力を行うために、新規採用者を含め、将来的にナムスワン養殖セン

ターの運営を担うカウンターパートの早期確保につき、引き続き確認していく必要がある。

５－１－４　ナムスワン養殖センター建設予定地

　建設予定地では、郡灌漑担当局が管理している灌漑水を養殖に利用することになるため、プ

ロジェクト開始前に少なくとも低料金で利用できるように郡担当局から許可をもらうように要

請していた。今回の調査において、取水問題を含め、建設予定地における郡担当局や周辺住民

との調整につき確認したところ、灌漑水の利用（無料)、敷地内の電線や小水路の撤去、ヴィ

エトナム人が利用している養殖池のプロジェクトでの利用等の問題につき、既に調整済みとの

ことであった。

　また、プロジェクトの実施に当たっては通信手段の確保が重要であるが、電話線はナムスワ

ンまで整備されておらず、未整備距離も 20km とのことである。当面は無線機と携帯電話での

対応を検討することとなろう。ただし、携帯電話も送受信できない地域である可能性も高く、

ヴィエンチャン県農業農村開発計画（プロジェクトサイト：農業農村開発センター（トラコム

郡パクチェン村））等での例を参考に効率的な通信手段を確保することが必要である。

　さらに、ダムからの重力利用による取水や稲収穫時期の灌漑水の供給停止等の対応は引き続

き検討すべき事項である。
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５－２　実施計画５－２　実施計画５－２　実施計画５－２　実施計画

５－２－１　活動内容

　本プロジェクトは３年間でナムスワン養殖センターの建設と試験操業、カウンターパートの

人材育成、普及員研修、普及計画の策定、フィールド調査等を行うこととなっている。

　まずは、ナムスワン養殖センターの操業が重要であるが、本プロジェクト終了後に、全国の

普及員への研修や策定された普及計画の実行等本格的な技術改善・普及活動が展開されていく

こととなる。

　その意味では、詳細計画の策定に当たっては、まず、ラオスの養殖の現状を把握し、農民等

へ普及可能な実用的養殖技術を確立すること、また、確立された技術の全国的な普及体制が整

備される必要があることを念頭におきつつ、本プロジェクトの３年間で期待される到達点を明

確にしておくことが必要である。

　さらに、将来的なラオス国内への養殖技術の普及方策及びそのモニタリング方法、ナムスワ

ン養殖センターとその他養殖関係機関とのネットワークづくり等今後の技術協力の方向性も視

野に入れた基礎づくりが大切である。

５－２－２　対象魚種

　一般的にラオス国民は在来種を始め多くの魚種を食料としている。日本側からは本プロジェ

クトの対象魚種として４種を提案したことに対し、ラオス側はその他魚種も活動範囲に入れる

よう要望した。

　しかしながら、３年間では４種でも派遣する専門家にとってはかなりの負担がかかることや

これらの４種はそれぞれ養殖技術の異なる種であり、その他の魚種についてはこれらの技術を

応用できるものも多いと考えられることを踏まえ、プロジェクト活動にその他魚種を追加する

ことはできない旨を説明した。

　ただし、その他の魚種については専門家が可能な範囲での助言等を行うことはできると思わ

れる。

５－２－３　関係機関との連携

　FAO ではラオス国内５県をサイトとして、淡水養殖のプロジェクトを実施しており、2000 年

度当該プロジェクトが終了するため、現在、後続のプロジェクトを検討しているところである。

　FAO プロジェクトでは、貧困地域のモデル村を中心に農民組織への淡水養殖技術の普及活動

を行っており、そこから得られた情報はナムスワン養殖センターでのプロジェクトにとっても

極めて有益なものと思料される。

　また、養殖技術に関する知識をもった普及員は不足しており、ナムスワン養殖センターにお
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いて国レベルで政府職員、普及員等に対し養殖技術指導活動を行うことは、FAO プロジェクト

にとっても効果的である。

　FAO の次期プロジェクトの内容が明らかになった時点で、両プロジェクトの具体的な連携方

策を検討し、現地での効果的な補完関係を築くことが期待される。

　また、LARReC やメコン河委員会（MRC）もそれぞれ在来魚種を中心とした活動を行っており、

必要に応じ情報交換等の連携を行うことが有益である。
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付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

資料１　討議議事録資料１　討議議事録資料１　討議議事録資料１　討議議事録（（（（R/DR/DR/DR/D))))

資料２　暫定実施計画資料２　暫定実施計画資料２　暫定実施計画資料２　暫定実施計画（（（（TSITSITSITSI))))

資料３　Ｃ資料３　Ｃ資料３　Ｃ資料３　Ｃ////ＰリストＰリストＰリストＰリスト

資料４　要請書フロー図資料４　要請書フロー図資料４　要請書フロー図資料４　要請書フロー図
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